
デジタル化等社会経済の変化に対応した競争政策の積極的な推進に向けて
―アドボカシーとエンフォースメントの連携・強化―

令和４年６月７日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針２０２２」及び「新しい資本主義のグランドデザイン及び
実行計画」を踏まえ、公正取引委員会は、厳正かつ的確な法執行（エンフォースメント）と取引慣行の改善や規制・制度の見直し
を提言する唱導（アドボカシー）を「車の両輪」として取り組み、組織全体としてデジタル化等経済社会の変化への対応を強化する。

専門人材活用を含めた専門的知見に係る人的基盤の拡充など質的な充実と併せ、組織・人員の抜本的な拡充など量的
な充実を図ることにより、デジタル・経済分析・審査情報解析・企業結合分野を始めとして公正取引委員会の機能・体制を
重点的かつ計画的に強化する。

機能・体制の計画的な充実・強化

アドボカシーとエンフォースメントの連携の促進

→ 目的達成のために必要かつ相当な範囲での独禁法
第40条に基づく調査権限の行使、調査の背景や問題意識
を明確にした分かりやすい発信 等

・関係府省庁との積極的な対話と戦略的な連携、説得力
ある提言、効果的な対外発信、適時適切なフォローアップ等

アドボカシーの実効性の強化

・実態調査を通じたアドボカシーについて、実態調査の
役割、対象分野、実施方法といった基本的な考え方を明ら
かにし、実態調査に対する幅広い理解・協力を求める

エンフォースメントの強化

・経済分析室と連携した経済分析の活用

・デジタル市場に係る行為等を中心に、情報収集の必要
性がある場合等には、審査の初期段階等であっても事件
の概要を公表して広く第三者から情報・意見を募集

・事件審査開始の判断のための情報収集が任意の手法で
は困難な場合、目的達成のために必要かつ相当な範囲で、
独禁法第40条に基づく調査権限を行使

・取締役会における資料等の内部文書の企業結合審査に
おける活用

・調査票等に申告窓口を明記し、独禁法に違反するお
それのある具体的な事実に係る情報提供の呼びかけ

・実態調査で収集した情報を法執行部門で活用する可
能性がある場合には、その旨を調査票等に明記する。記
載がなくとも、情報提供が行われた場合には、法執行部
門での活用について了承を得る

実態調査を通じて得られた情報・知見の活用

エンフォースメント発動可能性によるアドボカシーの実効性強化

・実態調査において得られたデジタル市場等に関する
最新の知見や分析結果のエンフォースメントでの活用

・実態調査での取組を通じて提供される 情報を積極
的に活用するなど、実態調査からシームレスに個別のエ
ンフォースメントにつなげる


